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(54)【発明の名称】 超音波探触子及び超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  安価な構成で高速に超音波ビームの走査を行
い、三次元画像データを作成する。
【解決手段】  超音波探触子１００ａに設けられた反射
板２１は、超音波を反射する反射面を有し、ケース２０
ａにより軸回りに回転可能に保持されている。角度検出
器２２は、反射板２１の反射面の角度を検出する。反射
板２１はばね２５によって常に反射板駆動部材２４の外
周に押し付けられており、反射板駆動部材２４がモータ
２３により回転すると、反射板２１は反射板回転軸２１
ａを中心に一定範囲で回転する往復運動を繰り返す。こ
れによって、反射板２１の反射面の角度が変化し、超音
波ビーム１の走査が行われる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  超音波を送受波する振動子と、
超音波を反射する１つまたは２つ以上の反射面を有する
反射手段と、
前記反射手段の反射面の角度を変化させる走査手段と、
前記反射手段の反射面の角度を検出する検出手段とを備
えたことを特徴とする超音波探触子。
【請求項２】  前記反射手段は軸回りに回転可能に保持
された反射板からなることを特徴とする請求項１に記載
の超音波探触子。
【請求項３】  前記反射手段は軸回りに回転可能に保持
された複数の反射面を有する多面体からなることを特徴
とする請求項１に記載の超音波探触子。
【請求項４】  超音波を送受波する振動子と、超音波を
反射する１つまたは２つ以上の反射面を有する反射手段
と、前記反射手段の反射面の角度を変化させる走査手段
と、前記反射手段の反射面の角度を検出する検出手段と
を有する超音波探触子と、
前記超音波探触子の振動子へ電気信号を印加し、前記超
音波探触子の振動子からの電気信号を受信する送受波手
段と、
前記送受波手段の出力信号を処理して画像データを作成
する処理手段と、
前記超音波探触子の検出手段の検出結果に対応して、前
記処理手段で作成された複数のフレーム分の画像データ
を記憶する記憶手段と、
前記記憶手段に記憶された複数のフレーム分の画像デー
タから三次元画像データを作成する手段とを備えたこと
を特徴とする超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、超音波画像により
被検体の診断を行う超音波診断装置及びその探触子に係
り、特に被検体の三次元画像データを取得するのに好適
な超音波探触子及びそれを用いた超音波診断装置に関す
る。
【０００２】
【従来の技術】医療分野において生体内を観察するため
に、超音波診断装置が使用されている。超音波診断装置
は、超音波探触子から被検体へ超音波を送波し、被検体
からの反射エコーを超音波探触子で受波し、検出した信
号から被検体の画像データを作成して表示装置に表示す
るものである。超音波の送受波を行う超音波探触子は、
複数の短冊状の振動子素子を一次元方向にアレイ状に配
列して構成されている。
【０００３】従来、このような一次元アレイ型探触子で
被検体の三次元画像データを取得するためには、一次元
アレイ型探触子を駆動系で機械的に移動して、超音波ビ
ームを走査する必要があった。
【０００４】これに対し、複数の四角形の振動子素子を
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二次元方向に面状に配列した二次元アレイ型探触子を用
い、特定の振動子素子群を選択的に動作させることで超
音波ビームを走査して、被検体の三次元画像データを取
得することも行われている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】従来の一次元アレイ型
探触子を用いて被検体の三次元画像データを取得する技
術は、一次元アレイ型探触子を駆動系で機械的に移動す
るため、超音波ビームの走査速度が遅く、また大型で高
価な駆動系が必要であった。
【０００６】一方、二次元アレイ型探触子を用いて被検
体の三次元画像データを取得する技術は、二次元アレイ
型探触子の部品点数が多く構造が複雑であり、高価であ
った。
【０００７】本発明は、安価な構成で高速に超音波ビー
ムの走査を行うことのできる超音波探触子を提供するこ
とを目的とする。
【０００８】本発明はまた、安価な構成で高速に三次元
画像データを作成することのできる超音波診断装置を提
供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】請求項１に記載された超
音波探触子は、超音波を送受波する振動子と、超音波を
反射する１つまたは２つ以上の反射面を有する反射手段
と、反射手段の反射面の角度を変化させる走査手段と、
反射手段の反射面の角度を検出する検出手段とを備えた
ものである。反射手段は、振動子から送波された超音波
ビームを反射して被検体へ放射し、被検体からの反射エ
コーを反射して振動子に受波させる。走査手段は、反射
手段の反射面の角度を変化させることにより、超音波ビ
ームを走査する。従来のように超音波探触子を機械的に
移動するのでなく、反射手段の反射面の角度を変化させ
るだけなので、超音波ビームの走査速度が速い。そし
て、従来のように超音波探触子を機械的に移動する大型
で高価な駆動系や、複雑で高価な二次元アレイ型探触子
が必要ない。
【００１０】請求項２に記載された超音波探触子は、請
求項１のものにおいて、反射手段が軸回りに回転可能に
保持された反射板からなるものである。これにより、走
査手段は、例えばモータ及びモータで回転しながら反射
板に当接する駆動部材や、反射板の回転軸に直結された
ステッピングモータ及びそのドライバ回路等の簡単な構
成で実現できる。
【００１１】請求項３に記載された超音波探触子は、請
求項１のものにおいて、反射手段が軸回りに回転可能に
保持された複数の反射面を有する多面体からなるもので
ある。これにより、走査手段は、例えば多面体の回転軸
に直結されたステッピングモータ及びそのドライバ回路
等の簡単な構成で実現できる。
【００１２】請求項４に記載された超音波診断装置は、
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超音波を送受波する振動子と、超音波を反射する１つま
たは２つ以上の反射面を有する反射手段と、反射手段の
反射面の角度を変化させる走査手段と、反射手段の反射
面の角度を検出する検出手段とを有する超音波探触子
と、超音波探触子の振動子へ電気信号を印加し、超音波
探触子の振動子からの電気信号を受信する送受波手段
と、送受波手段の出力信号を処理して画像データを作成
する処理手段と、超音波探触子の検出手段の検出結果に
対応して、処理手段で作成された複数のフレーム分の画
像データを記憶する記憶手段と、記憶手段に記憶された
複数のフレーム分の画像データから三次元画像データを
作成する手段とを備えたものである。超音波ビームの走
査速度が速く安価な超音波探触子を備えることにより、
安価な構成で高速に三次元画像データを作成することが
できる。
【００１３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の実施の形態を添付
図面に従って説明する。図１は、本発明の一実施の形態
による超音波探触子のケースの一部を切り取った状態を
示す斜視図である。本実施の形態は電子リニア走査型超
音波探触子の例を示しており、反射手段として軸回りに
回転可能に保持された反射板を使用している。超音波探
触子１００ａは、振動子１１、マッチング層１２、音響
レンズ１３、吸音材１４、フレキシブルパターンサーキ
ット（以下、「ＦＰＣ」と略称する）１５、ＦＰＣコネ
クタ１６、ケーブルコネクタ１７、ケーブル１８、音響
透過部材１９、ケース２０ａ、反射板２１、角度検出器
２２、モータ２３、反射板駆動部材２４、及びばね２５
を含んで構成されている。
【００１４】振動子１１は、電気信号のパルスを機械的
振動に変換して超音波を発生し、また被検体からの反射
エコーによる機械的振動を電気信号のパルスに変換する
ものであり、複数の短冊状の振動子素子を一次元方向に
アレイ状に配列して構成されている。振動子１１の上面
から発生した超音波は、マッチング層１２を介して音響
レンズ１３を通過し、音響レンズ１３により予め設定さ
れた焦点に集束する超音波ビームとなる。振動子１１の
下面から発生した超音波は、吸音材１４に吸収される。
【００１５】ＦＰＣ１５は、電気配線が設けられた基板
であり、基板上の各電気配線はそれぞれ振動子１１の各
振動子素子の電極に接続されている。ケーブル１８は、
振動子１１に接続されたＦＰＣ１５と超音波診断装置本
体とを接続し、電気信号を伝送する。ＦＰＣコネクタ１
６及びケーブルコネクタ１７は、ＦＰＣ１５とケーブル
１８とを接続するものである。
【００１６】ケース２０ａは、振動子１１を固定してお
り、また音響透過部材１９と共に反射板２１他を収納す
る空間を構成している。図１では、その内部が見えるよ
うに、ケース２０ａの左側の壁を切り取った状態が示さ
れている。この空間には、例えばオイル等の超音波を伝
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播する媒体が充填されている。音響透過部材１９は、例
えばエポキシ樹脂やシリコンゴム等の生体と近い音響イ
ンピーダンスを有する材料で構成されている。
【００１７】反射板２１は、超音波を反射する反射手段
として使用されている。反射板２１は、超音波を反射す
る反射面を有し、ケース２０ａにより軸回りに回転可能
に保持されている。反射板２１は、アルミニウムやステ
ンレス等の金属材料で構成され、ケース２０ａ内に充填
されている超音波を伝播する媒体との音響インピーダン
スの違いによって、超音波を反射する。
【００１８】角度検出器２２は、反射手段の反射面の角
度を検出する検出手段として使用されている。角度検出
器２２は、例えば可変抵抗を利用して反射板２１の回転
角度に対応した抵抗値から反射面の角度を算出するよう
に構成されている。
【００１９】モータ２３及び反射板駆動部材２４は、反
射手段の反射面の角度を変化させる走査手段として使用
されている。モータ２３は、反射板駆動部材２４を回転
させる。反射板駆動部材２４は、断面形状が楕円の円柱
で、中心から外周までの距離の違いを利用して回転運動
を往復運動に変換するものであり、その外周が反射板２
１に当接している。従って、反射板駆動部材２４が回転
すると、反射板２１は回転軸を中心に一定範囲で回転す
る往復運動を繰り返し、反射板２１の反射面の角度が変
化する。ばね２５は、一端がケース２０ａに固定され、
多端に取り付けられた反射板２１を常に反射板駆動部材
２４の外周に押し付ける方向に付勢している。
【００２０】なお、本実施の形態では、角度検出器２２
及びモータ２３が、ケース２０ａ内で超音波を伝播する
媒体が充填された空間内に設置されているが、角度検出
器２２及びモータ２３は、ケース２０ａ内で超音波を伝
播する媒体が充填された空間の外に設置してもよい。
【００２１】図２は、図１に示した実施の形態による超
音波探触子の動作を説明する図である。振動子１１から
発生した超音波は、マッチング層１２及び音響レンズ１
３を通過して超音波ビームとしてケース２０ａ内に充填
されたオイル等の超音波を伝播する媒体へ放射される。
そして、反射板２１の反射面で反射され、ケース２０ａ
に設けられた音響透過部材１９を介して超音波ビーム１
として外部の被検体へ放射される。
【００２２】被検体から反射した超音波ビームは再び、
音響透過部材１９、超音波を伝播する媒体、反射板２
１、超音波を伝播する媒体、音響レンズ１３、及びマッ
チング層１２を介して振動子１１に到達し、振動子１１
によって電気信号に変換される。この電気信号は、ＦＰ
Ｃ１５、ＦＰＣコネクタ１６、ケーブルコネクタ１７、
及びケーブル１８を介して超音波診断装置本体へ伝送さ
れる。
【００２３】反射板２１はばね２５によって常に反射板
駆動部材２４の外周に押し付けられており、反射板駆動
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部材２４がモータ２３により反射板駆動部材回転軸２４
ａを中心に回転すると、反射板２１は図３（ａ），図３
（ｂ），図３（ｃ）に示すように反射板回転軸２１ａを
中心に一定範囲で回転する往復運動を繰り返す。これに
よって、反射板２１の反射面の角度が変化し、図３
（ａ），図３（ｂ），図３（ｃ）に示すように超音波ビ
ーム１の走査が行われる。
【００２４】図１に示した実施の形態によれば、走査手
段としてモータ２３及び反射板駆動部材２４を用いるこ
とにより、安価な構成で反射板２１の反射面の角度を変
化させることができる。
【００２５】図３は、本発明の一実施の形態による超音
波診断装置のブロック図である。超音波診断装置は、図
１の超音波探触子１００ａ、超音波診断装置本体２０
０、及び表示装置３００を備えている。超音波診断装置
本体２００は、送受波回路２１０、整相回路２２０、Ｂ
モード処理回路２３０、ドプラ処理回路２４０、Ｍモー
ド処理回路２５０、ディジタルスキャンコンバータ（以
下、「ＤＳＣ」と略称する）２６０、及び画像メモリ２
７０を備えている。
【００２６】送受波回路２１０は、超音波探触子１００
ａの振動子１１へ電気信号のパルスを印加し、振動子１
１からの電気信号のパルスを受信する。整相回路２２０
は、送受波回路２１０で受信された電気信号のタイミン
グに対し所定の遅延時間を与えて振動子１１の振動子素
子の位置による時間的ずれを補正し、同じタイミングの
電気信号の振幅を重ね合わせる。Ｂモード処理回路２３
０は、整相回路２２０の出力信号を処理して被検体の断
層像を示すＢモード画像データを作成する。ドプラ処理
回路２４０は、整相回路２２０の出力信号にドプラ効果
を利用した処理を行い、ドプラ偏移を受けた成分を示す
画像データを作成する。Ｍモード処理回路２５０は、整
相回路２２０の出力信号を処理して被検体の超音波ビー
ム方向断面の深度方向の時間的変化を示すＭモード画像
データを作成する。ＤＳＣ２６０は、Ｂモード処理回路
２３０、ドプラ処理回路２４０、及びＭモード処理回路
２５０からの各画像データを画像メモリ２７０に記憶
し、画像メモリ２７０から読み出した画像データを標準
テレビ信号等の表示装置３００で表示できるデータに変
換して、表示装置３００へ出力する。表示装置３００
は、ＤＳＣ２６０からの出力信号を入力して、被検体の
超音波画像を表示する。制御回路２６は、超音波診断装
置本体２００と、超音波探触子１００ａの角度検出器２
２及びモータ２３とを制御し、同期を取りながら後述す
る処理を行う。
【００２７】図４は、図３に示した実施の形態による超
音波診断装置の処理を示すフローチャートである。ま
ず、制御回路２６は、予め設定して記憶しておいた１ボ
リュームデータ内の構成フレーム数の設定値をメモリ２
７から読み出す（ステップ４０１）。構成フレーム数
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は、三次元画像１ボリュームを何枚のフレームで構成す
るかを示すものである。構成フレーム数が少ないと、処
理時間が短くなり走査は速くなるが、画質は悪くなる。
逆に、構成フレーム数が多いと、処理時間が長くなり走
査は遅くなるが、画質は良くなる。
【００２８】次に、制御回路２６は、反射板２１の反射
面の可動角度と構成フレーム数から、画像取得時の反射
面の角度（画像取得角度）を算出する（ステップ４０
２）。画像取得角度は、反射面の可動範囲の中で反射面
がどの角度になったときに画像を取り込むかを示すもの
である。
【００２９】次に、制御回路２６は、算出した各画像取
得角度をメモリ２７に記憶する（ステップ４０３）。メ
モリ２７に記憶された画像取得角度は、角度検出器２２
で検出した反射板２１の反射面の角度と常に照らし合わ
せる参照データとなる。
【００３０】次に、制御回路２６は、画像取得角度の最
大値・最小値をメモリ２７に記憶する（ステップ４０
４）。メモリ２７に記憶された画像取得角度の最大値・
最小値は、画像データを取得していくときに１ボリュー
ム分の最後のフレームの画像データを取得したことが判
定できるように、角度検出器２２で検出した反射板２１
の反射面の角度と常に照らし合わせる参照データとな
る。
【００３１】次に、制御回路２６は、各画像取得角度か
らフレーム面角度を算出し、メモリ２７に反射面角度・
フレーム面角度変換テーブルとして記憶する（ステップ
４０５）。フレーム面角度は、反射板２１の反射面で反
射された超音波ビームが実際に被検体に放射されるフレ
ームのスライス面の角度である。
【００３２】次に、制御回路２６は、モータ２３を駆動
して、反射板２１の駆動を開始する（ステップ４０
６）。これにより、反射板２１の反射面の角度が変化す
る。
【００３３】次に、角度検出器２２は、反射板２１の反
射面の角度を検出する（ステップ４０７）。制御回路２
６は、角度検出器２２が検出した反射板２１の反射面の
角度をメモリ２７に記憶する。
【００３４】次に、制御回路２６は、メモリ２７から反
射板２１の反射面の角度と画像取得角度とを読み出し、
反射板２１の反射面の角度が画像取得角度に等しいか否
かを判断する（ステップ４０８）。反射板２１の反射面
の角度が画像取得角度と等しくなければ、ステップ４０
７へ戻る。反射板２１の反射面の角度が画像取得角度に
等しければ、次のステップへ進む。
【００３５】次に、制御回路２６は、メモリ２７に記憶
した反射面角度・フレーム面角度変換テーブルから、現
在の反射板２１の反射面の角度に対応するフレーム面角
度を読み出す（ステップ４０９）。読み出したフレーム
面角度は、画像取得時のフレーム面角度となる。
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7
【００３６】次に、超音波診断装置本体２００は、超音
波探触子１００ａの振動子１１を駆動し、１フレーム分
の超音波画像を取得する。（ステップ４１０）。
【００３７】次に、超音波診断装置本体２００は、取得
した超音波画像の画像データをフレーム面角度に対応し
たアドレスで画像メモリ２７０に記憶する（ステップ４
１１）。これは、画像データとフレーム面角度との対応
が取れるように、アドレス管理するためである。
【００３８】次に、超音波診断装置本体２００は、画像
メモリ２７０に記憶された画像データから、三次元ボリ
ュームデータを画像メモリ２７０上に構築する（ステッ
プ４１２）。
【００３９】次に、制御回路２６は、メモリ２７から反
射板２１の反射面の角度と画像取得角度の最大値・最小
値とを読み出し、反射板２１の反射面の角度が画像取得
角度の最大値に等しいか否か、あるいは、最小値に等し
いか否かを判断する（ステップ４１３）。反射板２１の
反射面の角度が画像取得角度の最大値又は最小値と等し
くなければ、１ボリュームデータの取得が完了してない
ということになるので、ステップ４０７へ戻る。反射板
２１の反射面の角度が画像取得角度の最大値又は最小値
に等しければ、１ボリュームデータの取得が完了したと
いうことなるので、次のステップへ進む。
【００４０】次に、超音波診断装置本体２００は、画像
メモリ２７０上に構築してある三次元ボリュームデータ
から画像データを取得し、表示角度等の設定値に対応す
る画像を再構築した後、表示装置３００へ出力して表示
装置３００の表示画像を更新する（ステップ４１４）。
【００４１】図５は、本発明の他の実施の形態による超
音波探触子の構成図である。本実施の形態は、図１に示
した実施の形態と同様に電子リニア走査型超音波探触子
の例を示しており、図１に示した実施の形態との違い
は、走査手段としてステッピングモータ２８と、そのド
ライバ回路２９及びコントローラ回路３０が使用されて
いる点である。
【００４２】図５（ａ）は、図１に示した実施の形態と
同様に、反射板回転軸２１ａが反射板２１の外周付近に
設けられた例を示している。一方、図５（ｂ）は、反射
板回転軸２１ｂが反射板２１の中央付近に設けられた例
を示している。ステッピングモータ２８は、反射板２１
の反射板回転軸２１ａに直結されており、ドライバ回路
２９及びコントローラ回路３０の制御によって反射板２
１を所定の角度範囲内で正方向・負方向に任意に回転す
ることができる。これにより、反射板２１の反射面の角
度が任意に変化し、超音波ビームの走査が行われる。
【００４３】図５に示した実施の形態によれば、走査手
段としてステッピングモータを用いることにより、反射
板２１の反射面を任意の角度に精度よく変化させること
ができる。また、図１の実施の形態のような反射板駆動
部材２４を介さないため、反射板回転軸２１ａを反射板
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２１の任意の位置に設けることができ、設計の自由度が
増す。
【００４４】図６は、本発明のさらに他の実施の形態に
よる超音波探触子のケースの一部を切り取った状態を示
す斜視図である。本実施の形態は、図１に示した実施の
形態と同様に電子リニア走査型超音波探触子の例を示し
ており、図１に示した実施の形態との違いは、反射手段
として軸回りに回転可能に保持された複数の反射面を有
する多面体を使用した点である。本実施の形態では、反
射手段として反射柱４１、検出手段として角度検出器４
２、走査手段としてモータ４３がそれぞれ使用されてお
り、その他の構成部品は図１に示した実施の形態と同様
である。
【００４５】反射柱４１は、超音波を反射する４つの反
射面を有する四角柱（六面体）で、ケース２０ａにより
反射柱回転軸４１ａ回りに回転可能に保持されている。
反射柱４１は、アルミニウムやステンレス等の金属材料
で構成され、ケース２０ａ内に充填されている超音波を
伝播する媒体との音響インピーダンスの違いによって、
超音波を反射する。
【００４６】角度検出器４２は、例えば可変抵抗を利用
して反射柱４１の回転角度に対応した抵抗値から各反射
面の角度を算出するように構成されている。
【００４７】モータ４３は、反射柱４１の反射柱回転軸
４１ａに直結されており、反射柱４１を一方向に回転さ
せることにより、反射柱４１の各反射面の角度を変化さ
せる。
【００４８】なお、本実施の形態では、角度検出器４２
及びモータ４３が、ケース２０ａ内で超音波を伝播する
媒体が充填された空間内に設置されているが、角度検出
器４２及びモータ４３は、ケース２０ａ内で超音波を伝
播する媒体が充填された空間の外に設置してもよい。
【００４９】図７は、図６に示した実施の形態による超
音波探触子の動作を説明する図である。振動子１１から
発生した超音波は、マッチング層１２及び音響レンズ１
３を通過して超音波ビームとしてケース２０ａ内に充填
されたオイル等の超音波を伝播する媒体へ放射される。
そして、反射柱４１の反射面の１つで反射され、ケース
２０ａに設けられた音響透過部材１９を介して超音波ビ
ーム１として外部の被検体へ放射される。
【００５０】被検体から反射した超音波ビームは再び、
音響透過部材１９、超音波を伝播する媒体、反射柱４
１、超音波を伝播する媒体、音響レンズ１３、及びマッ
チング層１２を介して振動子１１に到達し、振動子１１
によって電気信号に変換される。この電気信号は、ＦＰ
Ｃ１５、ＦＰＣコネクタ１６、ケーブルコネクタ１７、
及びケーブル１８を介して超音波診断装置本体２００へ
伝送される。
【００５１】反射柱４１はモータ４３によって反射柱回
転軸４１ａを中心に一方向に回転しており、これによっ



(6) 特開２００３－２４３３１

10

20

30

40

50

9
て反射柱４１の各反射面の角度が変化し、図７（ａ），
図７（ｂ），図７（ｃ）に示すように超音波ビーム１の
走査が行われる。
【００５２】なお、図６に示した本実施の形態によれ
ば、反射手段として４つの反射面を有する四角柱（六面
体）を用いているため、反射柱４１が一回転する毎に４
つのボリュームデータを取得することができる。しかし
ながら、反射手段はこれに限らず、複数の反射面を有す
る多面体であればよい。
【００５３】図８は、本発明の他の実施の形態による超
音波診断装置のブロック図である。超音波診断装置は、
図６の超音波探触子１００ｂ、超音波診断装置本体２０
０、及び表示装置３００を備えている。超音波診断装置
本体２００は、送受波回路２１０、整相回路２２０、Ｂ
モード処理回路２３０、ドプラ処理回路２４０、Ｍモー
ド処理回路２５０、ＤＳＣ２６０、及び画像メモリ２７
０を備えている。
【００５４】送受波回路２１０は、超音波探触子１００
ｂの振動子１１へ電気信号のパルスを印加し、振動子１
１からの電気信号のパルスを受信する。整相回路２２０
は、送受波回路２１０で受信された電気信号のタイミン
グに対し所定の遅延時間を与えて振動子１１の振動子素
子の位置による時間的ずれを補正し、同じタイミングの
電気信号の振幅を重ね合わせる。Ｂモード処理回路２３
０は、整相回路２２０の出力信号を処理して被検体の断
層像を示すＢモード画像データを作成する。ドプラ処理
回路２４０は、整相回路２２０の出力信号にドプラ効果
を利用した処理を行い、ドプラ偏移を受けた成分を示す
画像データを作成する。Ｍモード処理回路２５０は、整
相回路２２０の出力信号を処理して被検体の超音波ビー
ム方向断面の深度方向の時間的変化を示すＭモード画像
データを作成する。ＤＳＣ２６０は、Ｂモード処理回路
２３０、ドプラ処理回路２４０、及びＭモード処理回路
２５０からの各画像データを画像メモリ２７０に記憶
し、画像メモリ２７０から読み出した画像データを標準
テレビ信号等の表示装置３００で表示できるデータに変
換して、表示装置３００へ出力する。表示装置３００
は、ＤＳＣ２６０からの出力信号を入力して、被検体の
超音波画像を表示する。制御回路４６は、超音波診断装
置本体２００と、超音波探触子１００ｂの角度検出器４
２及びモータ４３とを制御し、同期を取りながら後述す
る処理を行う。
【００５５】図９は、図８に示した実施の形態による超
音波診断装置の処理を示すフローチャートである。ま
ず、制御回路４６は、予め設定して記憶しておいた１ボ
リュームデータ内の構成フレーム数の設定値をメモリ４
７から読み出す（ステップ５０１）。構成フレーム数
は、三次元画像１ボリュームを何枚のフレームで構成す
るかを示すものである。構成フレーム数が少ないと、処
理時間が短くなり走査は速くなるが、画質は悪くなる。
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逆に、構成フレーム数が多いと、処理時間が長くなり走
査は遅くなるが、画質は良くなる。
【００５６】次に、制御回路４６は、反射柱４１の各反
射面の有効角度と構成フレーム数から、画像取得時の反
射面の角度（画像取得角度）を算出する（ステップ５０
２）。画像取得角度は、各反射面の有効範囲の中で反射
面がどの角度になったときに画像を取り込むかを示すも
のである。
【００５７】次に、制御回路４６は、算出した各画像取
得角度をメモリ４７に記憶する（ステップ５０３）。メ
モリ４７に記憶された画像取得角度は、角度検出器４２
で検出した反射柱４１の反射面の角度と常に照らし合わ
せる参照データとなる。
【００５８】次に、制御回路４６は、反射柱４１の各反
射面について、画像取得角度の最大値・最小値をメモリ
４７に記憶する（ステップ５０４）。本実施の形態で
は、反射柱４１が４つの反射面を有するので、４面分の
画像取得角度の最大値・最小値が記録される。メモリ４
７に記憶された画像取得角度の最大値・最小値は、画像
データを取得していくときに各反射面で１ボリューム分
の最後のフレームの画像データを取得したことが判定で
きるように、角度検出器４２で検出した反射柱４１の反
射面の角度と常に照らし合わせる参照データとなる。
【００５９】次に、制御回路４６は、各画像取得角度か
らフレーム面角度を算出し、メモリ４７に反射面角度・
フレーム面角度変換テーブルとして記憶する（ステップ
５０５）。フレーム面角度は、反射柱４１の反射面で反
射された超音波ビームが実際に被検体に放射されるフレ
ームのスライス面の角度である。
【００６０】次に、制御回路４６は、モータ４３を駆動
して、反射柱４１の駆動を開始する（ステップ５０
６）。これにより、反射板柱４１の各反射面の角度が変
化する。
【００６１】次に、角度検出器４２は、反射柱４１の各
反射面の中で現在超音波ビームを反射している反射面
（以下、本実施の形態の説明において単に「反射面」と
称す）の角度を検出する（ステップ５０７）。制御回路
４６は、角度検出器４２が検出した反射柱４１の反射面
の角度をメモリ４７に記憶する。
【００６２】次に、制御回路４６は、メモリ４７から反
射柱４１の反射面の角度と画像取得角度とを読み出し、
反射柱４１の反射面の角度が画像取得角度に等しいか否
かを判断する（ステップ５０８）。反射柱４１の反射面
の角度が画像取得角度と等しくなければ、ステップ５０
７へ戻る。反射柱４１の反射面の角度が画像取得角度に
等しければ、次のステップへ進む。
【００６３】次に、制御回路４６は、メモリ４７に記憶
した反射面角度・フレーム面角度変換テーブルから、現
在の反射柱４１の反射面の角度に対応するフレーム面角
度を読み出す（ステップ５０９）。読み出したフレーム
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11
面角度は、画像取得時のフレーム面角度となる。
【００６４】次に、超音波診断装置本体２００は、超音
波探触子１００ａの振動子１１を駆動し、１フレーム分
の超音波画像を取得する。（ステップ５１０）。
【００６５】次に、超音波診断装置本体２００は、取得
した超音波画像の画像データをフレーム面角度に対応し
たアドレスで画像メモリ２７０に記憶する（ステップ５
１１）。これは、画像データとフレーム面角度との対応
が取れるように、アドレス管理するためである。
【００６６】次に、超音波診断装置本体２００は、画像
メモリ２７０に記憶された画像データから、三次元ボリ
ュームデータを画像メモリ２７０上に構築する（ステッ
プ５１２）。
【００６７】次に、制御回路４６は、メモリ４７から反
射柱４１の反射面の角度とその反射面の画像取得角度の
最大値・最小値とを読み出し、反射柱４１の反射面の角
度が画像取得角度の最大値に等しいか否か、あるいは、
最小値に等しいか否かを判断する（ステップ５１３）。
反射柱４１の反射面の角度が画像取得角度の最大値又は
最小値と等しくなければ、その反射面で１ボリュームデ
ータの取得が完了してないということになるので、ステ
ップ４０７へ戻る。反射柱４１の反射面の角度が画像取
得角度の最大値又は最小値に等しければ、その反射面で
１ボリュームデータの取得が完了したということなるの
で、次のステップへ進む。
【００６８】次に、超音波診断装置本体２００は、画像
メモリ２７０上に構築してある三次元ボリュームデータ
から画像データを取得し、表示角度等の設定値に対応す
る画像を再構築した後、表示装置３００へ出力して表示
装置３００の表示画像を更新する（ステップ５１４）。
【００６９】図１０は、本発明のさらに他の実施の形態
による超音波探触子のケースの一部を切り取った状態を
示す斜視図である。本実施の形態は従来型探触子を利用
した例を示しており、反射手段として軸回りに回転可能
に保持された反射板を使用している。超音波探触子１０
０ｃは、音響透過部材１９、ケース２０ｂ、反射板２
１、角度検出器２２、モータ２３、反射板駆動部材２
４、ばね２５、従来型探触子５０、水袋５１、及び音響
透過部材５２を含んで構成されている。
【００７０】従来型探触子５０は、一次元アレイ型の振
動子を有する電子リニア走査型探触子である。ケース２
０ｂは、従来型探触子５０を挟み込む固定部を有し、ま
た音響透過部材１９と共に反射板２１他を収納する空間
を構成している。図１０では、その内部が見えるよう
に、ケース２０ｂの左側の壁を切り取った状態が示され
ている。この空間には、例えばオイル等の超音波を伝播
する媒体が充填されている。音響透過部材１９は、例え
ばエポキシ樹脂やシリコンゴム等の生体と近い音響イン
ピーダンスを有する材料で構成されている。
【００７１】従来型探触子５０と、ケース２０ｂの超音
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波を伝播する媒体が充填された空間との間には、水袋５
１及び音響透過部材５２が設けられている。水袋５１
は、従来型探触子５０からケース２０ｂの超音波を伝播
する媒体が充填された空間への超音波の伝播ロスを少な
くするものである。音響透過部材５２は、音響透過部材
１９と同様、例えばエポキシ樹脂やシリコンゴム等の生
体と近い音響インピーダンスを有する材料で構成されて
いる。反射板２１、角度検出器２２、モータ２３、反射
板駆動部材２４、及びばね２５の動作は、図１に示した
実施の形態と同様である。
【００７２】なお、本実施の形態では、角度検出器２２
及びモータ２３が、ケース２０ｂ内で超音波を伝播する
媒体が充填された空間内に設置されているが、角度検出
器２２及びモータ２３は、ケース２０ｂ内で超音波を伝
播する媒体が充填された空間の外に設置してもよい。
【００７３】図１１は、本発明のさらに他の実施の形態
による超音波探触子のケースの一部を切り取った状態を
示す斜視図である。本実施の形態は図１０に示した他実
施の形態と同様に従来型探触子を利用した例を示してお
り、図１０に示した実施の形態との違いは、反射手段と
して軸回りに回転可能に保持された複数の反射面を有す
る多面体を使用した点である。本実施の形態では、反射
手段として反射柱４１、検出手段として角度検出器４
２、走査手段としてモータ４３がそれぞれ使用されてお
り、その他の構成部品は図１０に示した実施の形態と同
様である。反射柱４１、角度検出器４２、及びモータ４
３の動作は、図６に示した実施の形態と同様である。
【００７４】なお、本実施の形態では、角度検出器４２
及びモータ４３が、ケース２０ｂ内で超音波を伝播する
媒体が充填された空間内に設置されているが、角度検出
器４２及びモータ４３は、ケース２０ｂ内で超音波を伝
播する媒体が充填された空間の外に設置してもよい。
【００７５】図１０及び図１１に示した実施の形態によ
れば、従来型探触子を利用して三次元画像データを取得
することのできる超音波探触子を安価に実現することが
できる。
【００７６】以上説明した実施の形態のうち、図１、図
５、及び図１０に示した実施の形態によれば、反射手段
として反射板回転軸２１ａ回りに回転可能に保持された
反射板２１を用いることにより、走査手段をモータ２３
及び反射板駆動部材２４、またはステッピングモータ２
８とそのドライバ回路２９及びコントローラ回路３０と
いう簡単な構成で実現することができる。
【００７７】また、図６及び図１１に示した実施の形態
によれば、反射手段として反射柱回転軸４１ａ回りに回
転可能に保持された複数の反射面を有する反射柱４１を
用いることにより、走査手段をモータ４３という簡単な
構成で実現することができる。
【００７８】以上説明した実施の形態は、いずれも電子
リニア走査型超音波探触子の例を示しているが、本発明
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これに限らず、電子コンベックス走査型超音波探触子、
電子セクタ走査型超音波探触子等のすべての走査方式の
超音波探触子に適用することができる。
【００７９】
【発明の効果】本発明の超音波探触子によれば、安価な
構成で高速に超音波ビームの走査を行うことができる。
【００８０】また、本発明の超音波診断装置によれば、
安価な構成で高速に三次元画像データを作成することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の一実施の形態による超音波探触子の
ケースの一部を切り取った状態を示す斜視図である。
【図２】  図１に示した実施の形態による超音波探触子
の動作を説明する図である。
【図３】  本発明の一実施の形態による超音波診断装置
のブロック図である。
【図４】  図３に示した実施の形態による超音波診断装
置の処理を示すフローチャートである。
【図５】  本発明の他の実施の形態による超音波探触子
の構成図である。
【図６】  本発明のさらに他の実施の形態による超音波
探触子のケースの一部を切り取った状態を示す斜視図で
ある。
【図７】  図６に示した実施の形態による超音波探触子
の動作を説明する図である。
【図８】  本発明の他の実施の形態による超音波診断装
置のブロック図である。
【図９】  図８に示した実施の形態による超音波診断装*
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*置の処理を示すフローチャートである。
【図１０】  本発明のさらに他の実施の形態による超音
波探触子のケースの一部を切り取った状態を示す斜視図
である。
【図１１】  本発明のさらに他の実施の形態による超音
波探触子のケースの一部を切り取った状態を示す斜視図
である。
【符号の説明】
１…超音波ビーム、１１…振動子、１２…マッチング
層、１３…音響レンズ、１４…吸音材、１５…フレキシ
ブルパターンサーキット（ＦＰＣ）、１６…ＦＰＣコネ
クタ、１７…ケーブルコネクタ、１８…ケーブル、１９
…音響透過部材、２０ａ，２０ｂ…ケース、２１…反射
板、２１ａ，２１ｂ…反射板回転軸、２２…角度検出
器、２３…モータ、２４…反射板駆動部材、２４ａ…反
射板駆動部材回転軸、２５…ばね、２６…制御回路、２
７…メモリ、２８…ステッピングモータ、２９…ドライ
バ回路、３０…コントローラ回路、４１…反射柱、４１
ａ…反射柱回転軸、４２…角度検出器、４３…モータ、
４６…制御回路、４７…メモリ、５０…従来型探触子、
５１…水袋、５２…音響透過部材、１００ａ，１００
ｂ，１００ｃ，１００ｄ…超音波探触子、２００…超音
波診断装置本体、２１０…送受波回路、２２０…整相回
路、２３０…Ｂモード処理回路、２４０…ドプラ処理回
路、２５０…Ｍモード処理回路、２６０…ディジタルス
キャンコンバータ（ＤＳＣ）、２７０…画像メモリ、３
００…表示装置

【図１】 【図３】
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